
 

 

第５．指定病害虫の種類ごとの発生の予防および当該指定病害虫が発生した場合における

駆除またはまん延の防止に関し農業者等が遵守すべき事項（遵守事項）とその取扱につい

て 

 

１．遵守事項を定める指定病害虫 

 植物防疫法第 22条の３第３項の規定に基づき、指定病害虫の種類ごとの発生の予防お

よび当該指定病害虫が発生した場合における駆除またはまん延の防止に関し農業者等が遵

守すべき事項を以下のとおり定める。 

（別表４） 
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（予防、判断、防除に関する措置） 

①県が実施するまん延防止のための調査並びに抜き取り及び消毒を含む防疫措置

に協力する。 

②来歴が明らかな健全な種いもや苗を使用する。 

③発病株の早期発見のため、定期的にほ場の見回りを行う。 

④ほ場の排水対策を実施する。 

⑤農業用資材や農機具を別ほ場で使用する場合は、十分に洗浄する。 

⑥本病の発生（疑義症状を含む）を確認した場合には、関係機関へ連絡し、関係機

関の指導の下、発病株及び発病のおそれがある株を速やかに抜き取り、ほ場（苗

床を含む）外に持ち出し、適切に処分する。 

⑦⑥の後は速やかに、感染拡大を防止するため、発生ほ場及び隣接するサツマイモ

ほ場に薬剤散布を実施する。 

⑧本病発生ほ場及び発生のおそれのあるほ場では、収穫後、作物残渣を速やかにほ

場外に持ち出し適切に処分するとともに、土壌消毒を実施する。 

⑨収穫後のサツマイモは、収穫したほ場毎に区分した上で管理する。 

⑩本病発生ほ場では、２年間、サツマイモを作付けしない。 

⑪本病発生ほ場でサツマイモの作付けを再開する場合は、関係機関の指導の下で栽

培管理を行う。 

⑫本病発生ほ場から種いもを採取しない。 

 

なお、県では遵守事項に即した防除対策が徹底されるよう、指導及び助言を

行うが、遵守事項が守られない場合は、植物防疫法第 24条の３の規定に基づ

き、「勧告」「命令」の措置を順次行う。 

さらに、命令に従わない場合は、行政代執行法に基づき、県が代執行する考

えである。 
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